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1.はじめに

　2024年4月から、時間外・休日労働が
月100時間以上となることが見込まれる
医師全員が受けることとなる、新しい“面
接指導”が始まります。これは、従来の
労働安全衛生法に基づく面接指導とは異

なる仕組みで、新たに実施体制を構築す
る必要があります。
　今月号では、その体制の整備について
簡単にご説明をいたします。参考にして
いただければと思います。

2.現状把握と面接指導対象医師・実施

医師数の推計

　まずはじめに、副業・兼業先を含めた
月の時間外・休日労働時間が100時間以

上となる面接指導の対象となる医師数の
状況を確認します。
　ここでは、過去実績より、副業・兼業
先を通算して月100時間以上の時間外・
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（図1　令和5年度トップマネジメント研修資料　より）
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休日労働を行う医師数を確認し、1月あ
たりの面接指導対象医師数の最大人数を
推計します。
　次に、面接指導対象医師数の推計をベ
ースに、面接指導実施医師の必要数を推
計します。
　例えば、面接指導実施医師1名あたり
の想定される対応数：4〜8人（回）、想定

される面接指導の所要時間：1回あたり
30分程度、1医師あたりの月の面接指導
対応可能時間：90分〜150分程度として
推計します。

3.面接指導実施方法の検討・体制整備

　面接指導の実施の流れは（図2）の通り
です。

　それを踏まえ、面接指導実施方法の検
討・体制整備を行っていきます。
　まず、面接指導実施医師になるために
は、面接指導実施医師養成講習会（面接
指導実施医師養成ナビ（（URLは、6.参考・
引用のQRコード））をご参照下さい）を修
了いただく必要があります。
　ここで、自院以外の医師が面接指導実
施医師になることも可能ですので、自院
で面接指導実施医師の確保が難しい場合
には、近隣の医療機関と連携し、効率的

かつ効果的に面接指導を実施するような
体制整備の工夫も考えられます。
　次に、面接指導の実施フローの検討・
運用ルール等の調整をします。面接指導
は、原則として時間外・休日労働が月
100時間以上（副業・兼業先での労働時間
を通算して）となる前に実施する必要が
ありますので、各医師の時間外・休日労
働が100時間以上となる頻度を踏まえた
面接指導の実施時期を検討します。
　そして、面接指導対象医師への連絡・

（図2　令和5年度トップマネジメント研修資料　より）
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資料配付、及び面接指導の実施をするた
めの、事前の資料の共有方法等の検討、
マッチング方法の検討、実施方法の検討・
調整を行います（図3）。
　ここで、管理者は、面接指導実施医師
に対して面接指導に必要な情報を提供す
る必要があるため（図4）、それを踏まえ
たうえで、面接指導対象医師への連絡・
資料配付の運用を検討します（図5）。
　なお、面接指導に際しては、面接指導
対象医師が、心理的安全性（組織の中で
自分の考えや気持ちを誰に対してでも安
心して発言できる状態）の得られる状況
で、安心して面接指導が受けられ、本人

の健康確保につながる面接指導体制を構
築することが望ましいため、そのことに
留意のうえ、マッチング方法・体制の整
備を行います（図6）。
　そして、面接指導の実施場所・実施方
法を検討し（図7）、長時間労働医師面接
指導結果及び意見書の様式や取扱い規定
等の整備を行います。面接指導結果及び
意見書は5年間保存する義務があり、そ
の記載のもととなる面接記録には特に機
微な個人情報が含まれるため、ルールを
定めて取り扱う必要があることに留意し
ます。

（図3　令和5年度トップマネジメント研修資料　より）
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（図4　令和5年度トップマネジメント研修資料　より）

（図5　令和5年度トップマネジメント研修資料　より）
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（図6　令和5年度トップマネジメント研修資料　より）

（図7　令和5年度トップマネジメント研修資料　より）
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4.副業・兼業先との連携

　医師が副業・兼業を行っている場合に
は、面接指導・就業上の措置を実施する
医療機関については、医師本人の選択に

より、医療機関同士で話し合うようにし
ます。なお、書面の流れについては（図
8）、（図9）の通りです。

（図8　令和5年度トップマネジメント研修資料　より）

（図9　令和5年度トップマネジメント研修資料　より）
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5.おわりに

　今月号では、長時間労働医師への面接
指導の体制整備についての簡単なご説明

をいたしました。なお、最終的には（図
10）のような面接指導実施フローを作成
いただければと思います。

　資料はトップマネジメント研修を受講
されますとダウンロードすることができ
ますので、是非ともご受講（URLは、6.参
考・引用のQRコードをご参照下さい）の
上、ご確認いただければと思います。
　医師の働き方改革や、医療勤務環境改
善マネジメントシステム等に関するご相
談や支援要請は、鹿児島県医療勤務環境
改善支援センター（TEL：099-813-7731）
までぜひご連絡ください。

6.参考・引用

➢ 令和5年度トップマネジメント研修資料
「長時間労働医師への面接指導の実施に
向けて」

➢ 令和5年度トップマネジメント研修　専
用サイト

➢ 面接指導実施医師養成ナビ

（図10　令和5年度トップマネジメント研修資料　より）


